
コーポレート・ガバナンス  

基本的な考え方・方針

　ユニ・チャームは、ステークホルダーとの適切な協働を図
り、社会から評価・信頼され、持続的な成長と中長期的な企
業価値の創出に努めることが、社是に基づいた「正しい企業
経営」につながると考えています。このような目的を実現する
ために、さまざまなステークホルダーから支援が得られるよう
素直かつ積極的な対話を行い、経営者が時機を逸することな
く適切な判断を実施し、透明・公正かつ迅速・果断な経営を
実現することをコーポレート・ガバナンスの基本方針としてい
ます。

web  コーポレート ・ガバナンスに関する報告書
https://www.unicharm.co.jp/ja/company/corporate-governance.html

マネジメント体制

取締役会の役割
　当社は、取締役会が以下のような機能を果たすことが、 
時機を逸することなく適切な経営判断を実施できる環境の 

整備、ひいては企業価値の向上につながると考えています。
・中長期の方向性を決定すること
・社内外のさまざまな視点から経営に対し助言を提供すること
・ 重要な業務執行の決定や報告事項の審議を通じて、透明・
公正な意思決定プロセスを監督すること
　当社の事業領域に関しては、社内取締役および執行役員が全
体として高度な専門性を有しており、取締役会は、社内取締役お
よび執行役員によって専門的な検討が行われていることを前提と
してそのプロセスを監督するとともに、中長期の方向性の決定や
さまざまな視点からの助言を行い、これらの役割を果たします。

取締役会の構成
　取締役会が上記のような役割を果たすため充実した審議を
行えるように、適正規模を踏まえた取締役会の構成としてい
ます。社外取締役には、当社の戦略上重要で、社外の視点か
らの助言の意義が特に大きい分野に強みを持つ取締役を選
任しています。他方で一定の割合で社内取締役を選任し、適
切なリスクテイクや取締役会に対する情報提供のインセンティ
ブが阻害されないようにすることが、意思決定機能および助
言機能の強化につながると考えています。なお、意思決定プロ
セスの透明性や公正の担保については、社内取締役と社外取
締役との協働による適切な監督で確保しています。

監査等委員会
　当社は、監査等委員が取締役として意思決定や助言に関与
する監査等委員会設置会社が、取締役会が透明・公正な意
思決定プロセスの監督を行うのに適した体制であると判断し
ています。なお、当社は、会社法第399条の13第6項に基づく
重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨を
定款に定めておらず、重要な業務執行の決定は取締役会に付
議される体制としています。

指名委員会および報酬委員会
　取締役および執行役員の候補者の指名および報酬の決定
に係る透明性および客観性を確保するために、当社は任意の
指名委員会および報酬委員会を設置しています。指名および
報酬の透明性および客観性を確保しつつ、適切なリスクテイ
クや取締役会に対する情報提供のインセンティブを阻害しな
いようにするため、社内取締役と社外取締役が半数ずつを占
め、社外取締役が委員長を務める現在の構成が適切であると
判断しています。

コーポレート・ガバナンス   2-9,2-12,2-13,2-17
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 コーポレート・ガバナンス体制 （2025年3月19日時点）
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 取締役会・監査等委員会等の構成・権限等と実績（議案） 
構成・権限等 2024年度実績（議案）

取締役会
取締役会は、取締役6名で構成しています。うち1名は代表取締役、2名は社外取締役です。取締役会は、経営の基本方針の決定、内部統制システム
の構築、その他の重要な業務執行の決定等の権限を有し、中長期の方向性の決定や執行に対する監督等の機能を果たし、併せて社内外のさまざま
な視点から助言を提供することによって、経営者が時機を逸することなく適切な判断を実施できる環境を整備しています。

•  中期経営計画について
•  予算および決算について
•  機構改革、取締役人事および執行役員人事について
•  ESG委員会、企業倫理委員会、内部統制委員会および情報セキュリティ委員会の 
活動状況等について

監査等委員会
監査等委員会は、取締役3名で構成しています。うち2名は社外取締役、1名は常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、社
内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報を基に、監査等委員
会による監査の実効性を高めるためです。

•  P.115  監査の状況 ①監査等委員会監査の状況 監査等委員会の活動状況

指名委員会
取締役候補者の指名および執行役員の選任の透明性および客観性の確保を目的として、任意の指名委員会を設置しています。指名委員会は、（1）株
主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案、（2）代表取締役の選定および解職、（3）執行役員の選任および解任ならびに役付執行役
員の選定および解職に関する議案を審議する権限を有しています。

•  取締役および執行役員の候補者等について

報酬委員会

取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員の報酬の透明性および客観性の確保を目的として、任意の報酬委員会を設置しています。報
酬委員会は、（1）株主総会に提出する取締役の報酬等に関する議案の審議、（2）取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員の個人別
の報酬等の決定に関する方針の審議、（3）取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員の個人別の報酬等の決定に関する評価指標およ
び評価結果の審議の権限を有しています。

•  取締役および執行役員の業績の評価について
•  取締役および執行役員の報酬等について
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 重要会議や委員会の機能などについて 

構成・機能等

諮問会議
社外取締役を除くすべての取締役および全執行役員、関係部門の責任者が出席し、代表取締
役社長執行役員が議長を務めます。社外取締役も、必要に応じて出席します。中期経営計画
で掲げた戦略の具体化ならびにグループ会社の事業計画および戦略を審議します。

業務執行会
社外取締役を除くすべての取締役および全執行役員、関係部門の責任者等が出席し、代表取
締役社長執行役員が議長を務めます。原則として毎月開催され、業務執行状況の報告を行うと
ともに、議長が選定した業務執行上の重要課題について討議し迅速な解決を図ります。

ESG委員会 代表取締役社長執行役員を委員長とし、ESG本部が事務局を務めます。中期経営計画および
中長期ESG目標等に関係する活動の進捗状況および課題対策について協議します。

企業倫理委員会 企業倫理室担当執行役員を委員長、全監査等委員を常任委員とし、倫理・法令遵守体制を推
進します。

内部統制委員会 経営監査部担当執行役員を委員長とし、経営監査部が事務局を務めます。財務報告に係る内
部統制の経営者による評価と監査法人による監査への対応をとります。

情報セキュリティ委員会 DX推進本部担当執行役員を委員長とし、DX推進本部が事務局を務めます。情報セキュリティ
を確保するための体制を整備します。

会計監査人 監査等委員会が、会計監査人の監査体制、独立性および専門性等を勘案し決定しています。

 取締役会・監査等委員会等の構成と出席状況（2024年度）

取締役会 監査等委員会 指名委員会 報酬委員会

高原 豪久
代表取締役 社長執行役員

100%
（9／9回） ̶ 100%

（1／1回）
100%

（1／1回）

彦坂 年勅
取締役 専務 生産･開発管掌

100%
（9／9回） ̶ ̶ ̶

高久 堅二
取締役 専務執行役員  
マーケティング･営業管掌

100%
（9／9回） ̶ ̶ ̶

杉田 浩章
取締役 監査等委員（社外取締役）

社外 独立

100%
（9／9回）

100%
（11／11回）

100%
（1／1回）

100%
（1／1回）

ルゾンカ 典子
取締役 監査等委員（社外取締役）

社外 独立

100%
（9／9回）

100%
（11／11回）

100%
（1／1回）

100%
（1／1回）

淺田 茂
取締役 監査等委員

100%
（9／9回）

100%
（11／11回）

100%
（1／1回）

100%
（1／1回）

※ 社外  社外取締役　 独立  独立取締役。在任期間中の開催日数に基づきます。

 取締役会・監査等委員会等の構成と取締役の有するスキル等（2025年3月19日時点） 2-11

在任期間
取締役会・監査等委員会等の構成 取締役の有するスキル等

取締役会 監査等 
委員会 指名委員会 報酬委員会 企業経営 財務・会計 コーポレート・ 

ガバナンス
リスク 

マネジメント 人材育成 海外事業 マーケティング 流通戦略 開発・生産 サステナ 
ビリティ*2

DX

高原 豪久
代表取締役 社長執行役員

29年9カ月 ◎ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

高久 堅二
取締役 専務 マーケティング・営業管掌

2年 ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

志手 哲也
取締役 専務執行役員

̶*1 ○ ● ● ● ● ● ●

杉田 浩章
取締役 監査等委員（社外取締役）

社外 独立
4年 ○ ○ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ルゾンカ 典子
取締役 監査等委員（社外取締役）

社外 独立
2年 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ●

淺田 茂
取締役 監査等委員

6年 ○ ◎ ○ ○ ● ● ● ● ● ●

※ ◎は議長・委員長、○はメンバー。 社外   社外取締役　 独立  独立取締役。*1 2025年3月19日就任。*2 環境および品質。
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取締役会の知識・経験・能力のバランス、 
多様性および規模に関する考え方   405-1

　当社は、取締役会がその機能を果たすには、必要とする知
識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規
模を両立させる形で構成されなければならないと考えています。

多様性と適正規模の両立
　当社の事業領域に関しては、社内取締役および執行役員が
全体として高度な専門性を有していることから、取締役会は、社
内取締役および執行役員によって専門的な検討が行われてい
ることを前提としてそのプロセスを監督するとともに、中長期の
方向性の決定やさまざまな視点からの助言を行う体制としてい
ます。これによって、多様性と適正規模を両立させています。

 社外取締役の選任理由

氏名 監査等委員 独立役員 適合項目に関する補足説明 選任の理由

杉田 浩章 ○ ○

ボストン コンサルティング グループ合同会社のシニア・アドバイザーを務めていますが、現在
は当社へのコンサルティングには関与しておらず、また、直近3事業年度における同社グループ
および当社グループの連結売上高に占める当社グループのコンサルティング費用支払額の割合
は、いずれも1%未満であることから、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」で
規定された独立性基準および当社が定める「独立取締役の選任基準」を満たしており、当社一
般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定します。

大手外資系コンサルティング会社である、株式会社ボストン コンサルティング グループ（現 ボストン コンサルティン
グ グループ合同会社）日本代表を務め、現在もシニア・アドバイザーとして活躍するなど、企業経営における財務・会
計および経営戦略、特にグローバル化戦略、コーポレート・ガバナンス、グループマネジメント、DXに関わる豊富な支
援経験から、高い識見を有しており、当社がグローバル展開をさらに進展させるにあたり、ガバナンスと経営戦略の両
面においてその識見を活かした適切な助言をいただけるものと判断しています。

ルゾンカ 典子 ○ ○
東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」で規定された独立性基準および当社が
定める「独立取締役の選任基準」を満たしており、当社一般株主との利益相反の生じる恐れが
ないと判断し、独立役員として指定します。

海外・外資系大手金融機関において長年にわたり、実務およびマネジメントを務めており、企業経営戦略およびコーポ
レート・ガバナンスに関する高い識見を有しています。またソニー銀行株式会社やコスモエネルギーホールディングス
株式会社においても、DX戦略の強化・DX人材の育成、データドリブン経営基盤の構築を推進しており、DX戦略に関
する高い識見を有していることから、当社の経営戦略としてのDX推進、DX人材育成に大きく貢献していただいていま
す。さらに外資企業での海外勤務経験などを活かして、当社グローバル戦略の立案と遂行やリスクマネジメントにおい
ても、的確な助言をいただいています。当社が世界一の企業になるためのガバナンス強化、およびデジタル戦略の実行
において適切な助言をいただけるものと判断しています。

社内取締役
　取締役会においては、社内取締役のほか執行役員によって専
門的な検討が行われていることを前提としてそのプロセスを監
督するとともに、中長期の方向性の決定やさまざまな視点から
の助言を行う体制とするために、社内取締役には、当社の事業
に関して幅広い知見を有する候補者から選任しています。

社外取締役
　社外取締役には、当社の戦略上重要で、社外の視点からの
助言の意義が特に大きい分野に強みを持つ候補者から選任し
ています。また、中期経営計画で重点とした戦略を実行する上
で、社外取締役からの助言が特に有用な分野として、DXに強み
を持つ候補者から選任しています。さらに、取締役会が監督の
機能を発揮する上で、社外取締役が企業経営の経験を有する
ことが有意義であると考えており、そのような経験を有する候補
者から選任しています。

監査等委員である取締役
　当社は監査等委員会設置会社であることから、監査等委員で
ある取締役が全体として、実効的な監査を行うのに必要な知
識・経験・能力を備えている必要があると考えています。監査
等委員である取締役には、財務・会計・法務に関する知識、特
に、財務・会計に関する十分な知見を有する者が含まれている
ことが必要と考えています。
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取締役候補者の指名と 

執行役員の選解任を行うにあたっての方針と手続   2-10

方針
　取締役候補者は、社内外を問わず、人格に優れ、経営全般の
知見を有する者の中から、善管注意義務・忠実義務を適切に果
たし、当社の持続的な成長と企業価値向上に貢献する資質を
重視して指名します。社内取締役については、取締役、指名委
員会および取締役会が後継者の育成状況について定期的に確
認し、監督を行うとともに、その結果を踏まえた指名を行いま
す。なお、取締役候補者の指名にあたっては、取締役会が、必要
な知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適
正規模を両立する構成を心掛けています。
　執行役員は、人格に優れ、当社グループの事業に精通する者
の中から、当社が幹部・社員の行動憲章として定めた「“我が五
大精神”と社員行動原則」を実践し、当社グループの業務を適
切に執行する能力を重視して選任します。
　取締役・執行役員いずれについても、その役割ごとに評価指
標を明確にして開示することで客観性および透明性を確保し、
基準以下の評価が2年連続した場合には、指名委員会の審議
対象とし、その助言・提言を踏まえて取締役会により総合的に
判断した上で解任する（または再任しない）こととします。具体
的な評価指標につきましては、「役員の報酬等」をご覧ください。

P.117  役員の報酬等

手続
　取締役候補者の指名および執行役員の選任は、透明性および
客観性確保を目的に、代表取締役社長執行役員1名、独立社外
取締役2名、その他の非業務執行取締役1名で構成され、独立社
外取締役が委員長を務める「指名委員会」の審議を経て、取締役
会が決定します。指名委員会は、必要に応じて、取締役候補者の
指名および執行役員の選任に関する方針についても審議します。

監査等委員である取締役の候補者については、指名委員会が監
査等委員会の方針を踏まえて審議を行って原案を作成し、事前に
監査等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定します。

後継者計画
　後継者の育成・指名を行う体制については、「後継者育成計
画」をご覧ください。

P.85  後継者育成計画

取締役の選任の決議要件  

　当社は取締役の選任決議について、監査等委員である取締
役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使すること
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。ま
た、取締役の選任決議について、累積投票によらないものとす
る旨を定款に定めています。

関連当事者間の取引   2-15

　当社は、取締役（監査等委員を含む）またはその近親者と取
引（間接取引を含む）を行う時は、事前に取締役会の承認を得
ます。グループ会社間で重要な取引を行う時は、取引条件およ
びその決定方法の妥当性等について事前のリーガルチェック
を実施するとともに、複数の独立社外取締役を含む取締役会
において十分に審議した上で決定します。

独立取締役の選任基準  

　当社の独立取締役の選任基準は以下に示す通りです。

web  独立取締役の選任基準
https://www.unicharm.co.jp/content/dam/sites/www_unicharm_co_jp/pdf/
company/about/dokuritsutorisimariyakusennnin.pdf

監査の状況  

❶監査等委員会監査の状況
組織・人員
　当社の監査等委員会は、非業務執行取締役である常勤の
監査等委員1名および社外取締役である監査等委員2名の合
計3名で構成されています。
　社外取締役監査等委員である杉田浩章氏は、大手外資系
コンサルティング会社であるボストン コンサルティング グルー
プの日本代表およびマネージング・ディレクター＆シニア・
パートナーを務め、現在もシニア・アドバイザーとして活躍す
るとともに当社以外にも数社の社外取締役を務めるなど、 
企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する知識を活用す
る業務を経験しており、企業経営およびコーポレート・ガバ
ナンスに関する相当程度の知見を有しています。
　社外取締役監査等委員であるルゾンカ典子氏は、海外・外
資系大手金融機関において、長年にわたり、実務およびマネ
ジメントを務めており、企業経営戦略およびコーポレート・ガ
バナンスに関する高い識見を有しています。
　常勤の監査等委員である淺田茂氏は、パナソニック株式会
社グローバル本社内部監査部門長・税務部門長、海外会社経
理担当役員の経験に加え、当社の執行役員経理財務本部長を
経験しており、財務および会計に関する十分な知見を有してい
ます。
　監査等委員会は、経営監査部からの報告その他内部統制シ
ステムを通じた報告に基づき、必要に応じて別段の報告を求
め、意見を述べるなど、組織的な監査を実施しています。

Unicharm Group  
Sustainability Report 2025 115イントロダクション 環境 社会サステナビリティ 

マネジメント ESG目標 データ 外部評価ガバナンス

https://www.unicharm.co.jp/content/dam/sites/www_unicharm_co_jp/pdf/company/about/dokuritsutorisimariyakusennnin.pdf
https://www.unicharm.co.jp/content/dam/sites/www_unicharm_co_jp/pdf/company/about/dokuritsutorisimariyakusennnin.pdf


監査等委員会の活動状況
1. 開催頻度  

　当社の監査等委員会は、基本的に毎月1回開催する他、 
必要に応じて随時開催しています。

2.具体的な検討内容
　2024年度は次のような決議と報告がなされました。
決議： 監査等委員会監査計画・職務分担、会計監査人の再

任・不再任、会計監査人の報酬等の同意、監査等委
員会監査報告等

報告： 取締役会議案事前確認、会計監査人の監査計画お
よび監査報告、経営監査部の内部統制および監査
報告、ならびに国内外子会社の戦略、財務状況およ
び事業再編に関する報告等

3.監査等委員の出席状況
　2024年度に実施した監査等委員会の出席状況については
「取締役会・監査等委員会等の構成と出席状況」をご覧くださ
い。なお、監査等委員会の平均所要時間は、60分程度です。

P.113  取締役会・監査等委員会等の構成と出席状況（2024年度）

4. 常勤監査等委員の活動  

　当社の常勤監査等委員は、社内の情報収集に努め、経営
者の情報発信のモニタリング、定期的に開催される業務執
行会、全社大綱ならびに国内外子会社ごとの経営計画を審
議する諮問会議への出席、事業報告、計算関係書類、連結
計算書類および附属明細書の監査、重要な決裁書類・契約
書等の閲覧等を行い、適時に経営監査部からの報告を聴取
し、会計監査人との定期的な会合を通じ、会計監査人の監
査の方法、結果が相当であるか否か、また会計監査人の内
部統制が整備されているかを確認し、非常勤の社外監査等
委員と情報を共有しつつ、内部統制システムの運用状況を
チェックしその適正性を監査しています。

❷内部監査の状況
　当社は、内部監査部門として、代表取締役社長執行役員直
轄の経営監査部（7名）を設置しています。経営監査部は執行部
門に対して内部監査を実施し、指摘事項とその改善案を記載し
た内部監査報告書を作成し、代表取締役社長執行役員および
監査等委員会に報告するとともに、被監査部門に提出します。
不備事項が指摘された場合は、改善計画が立案・実行され、経
営監査部がその改善結果を監視する体制をとっています。
　経営監査部、監査等委員会および会計監査人は、情報・意
見交換等を行うための会合を定期的に開催しています。また、
これらによる監査は、内部統制部門による内部統制システム
の構築・運用状況を監査対象に含めています。

❸監査法人の選定方針と理由
　会計監査人の選定にあたっては、当社の監査等委員会が、会
計監査人の監査体制、独立性および専門性等を勘案し決定して
います。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれか
に該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全
員の同意により会計監査人を解任します。会計監査人の再任
の可否については、会計監査人の適格性、独立性および職務
の遂行状況等に留意し、毎年度検討を行います。その結果、
不再任が妥当と判断した場合、監査等委員会は、会計監査人
の不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定します。

内部統制システムの整備  

　当社は、会社法に準拠した「内部統制システム構築の基本
方針」を策定するとともに、金融商品取引法に準拠した「内部
統制報告制度（J–SOX）」に対応するための「内部統制委員
会」を設置しています。内部統制委員会では、毎年、グループ各
社のリスクを再評価し、J–SOXの評価対象となる国と地域、な
らびに業務プロセスの評価範囲を見直しています。その上で、内
部統制の整備状況および運用状況の評価を推進し、財務報告
の信頼性確保に努めています。
　なお、内部統制システムの整備にあたっては、関係する外国
法令の制定・改定の動向にも配慮するなど、グローバルな観
点から継続的な改善を行っています。
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役員の報酬等   2-19,2-20

1. 役員の個人別の報酬等の決定に関する方針の決定方法
　当社の役員の個人別の報酬等の決定に関する方針は、決定
プロセスの透明性および客観性確保を目的に、代表取締役 

1名および非業務執行取締役1名、独立社外取締役2名で構
成し、独立社外取締役が半数を占め、また独立社外取締役が
委員長を務める報酬委員会で審議した結果を、取締役会に
諮って決定しています。

 基本方針

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員
の報酬等およびその方針はその役割と責務にふさわしい水準とな
るよう、業績および企業価値の向上に対する動機づけや、優秀な人
材の確保等を総合的に判断して決定しています。
　攻めの経営を促し、経営戦略の完遂、経営計画の達成に向けた
役員報酬に関する基本的な考え方は下記の通りです。

 役員報酬基本ポリシー

❶  持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものである
こと

❷  経営計画の完遂、会社業績の達成を動機づける業績連動性の
高い報酬制度であること

❸  経営を担う「人材」に対してアトラクション&リテンションできる
報酬水準であること

❹  報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること

 役員報酬水準の考え方

❶  外部環境や市場環境の変化に対して迅速な対応を行うため、国
内外の同業・同規模他業種の企業の役員報酬水準をベンチ
マークし、当社の財務状況を踏まえて設定

❷  金銭報酬の目標値を上位25%、中長期目線の株式報酬を合算
した目標値を上位10%に設定

・ 基本報酬（金銭）：市場競争力の確保を目的とし、職責の大きさに
応じた役職ごとのベンチマークによって決定し、月額固定報酬と
して支給します。
・ 業績連動報酬（金銭）：短期的な（1年間）インセンティブとして、そ
の期間の業績結果に応じて、基本報酬の金額の0%～200%（10

段階）の範囲で決定し、評価年度（1月～12月）の実績に応じて翌
年4月～翌々年3月の期間に月払で支給します。
・ 譲渡制限付株式報酬：中長期的な企業価値向上を図るインセン
ティブとして、評価年度（1月～12月）の業績結果に応じて、翌年
4月に基本報酬の金額の33%～100%に相当する譲渡制限付
株式を割り当てます。譲渡制限期間は3年間となります。

 役員報酬の構成

業績連動報酬

50%

基本報酬

50%

譲渡制限付株式報酬

25%

2015年度以降 2020年度以降

業績連動報酬（金銭）

37.5%

基本報酬（金銭）

37.5%

2020年
3月25日 
第60回 
定時株主 
総会決議
総額 

250百万円 
以内

2015年
3月27日 
第55回 
定時株主 
総会決議
総額 

1,000百万円 
以内

2.  役員の個人別の報酬等の決定に関する方針の 

内容の概要
　当社の役員の個人別の報酬等の決定に関する方針の内容
の概要は以下の通りです。
❶役員の報酬制度の概要
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および執
行役員の報酬は、基本報酬（金銭）と業績連動報酬で構成さ
れ、 業績連動報酬は、短期的なインセンティブである金銭報
酬と中長期的なインセンティブである譲渡制限付株式報酬で
構成されています。また、基本報酬は職責の大きさに応じた役
職ごとに決定しています。
　なお、業務執行から独立した立場である独立社外取締役お
よび監査等委員である取締役の報酬は、客観的な立場に基づ
く当社経営に対する監督および助言の役割を考慮し、固定報
酬のみとしています。
　また、2015年3月27日開催の第55回定時株主総会にて、
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額
（総額）を年額1,000百万円以内（当該定めに係る員数は8

名）、監査等委員である取締役の報酬等の額（総額）を年額
100百万円以内（当該定めに係る員数は3名）とする旨、2020

年3月25日開催の第60回定時株主総会にて、 譲渡制限付株
式報酬枠を年額250百万円以内（当該定めに係る員数は3

名）とする（ただし1,000百万円の内枠とする）旨の承認を受け
ています。
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 役員報酬の評価指標・考え方および2024年度の目標・実績

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および執行役員の業績連動報酬（金銭）および譲渡制限付株式報酬を決定する際の業績結果の評価指標（ESG評価を含む4項目8テーマ）および2024年度の目標・実績は以下の
通りです。
　なお、職責の大きさに応じた役職ごとに評価ウエイトを設定しています。例えば、代表取締役は全社業績を50%、全社重点戦略を50%に、また、ライン部門の役付執行役員は全社業績および担当部門業績を各30%、全社重
点戦略および担当部門重点戦略を各20%としています。
　また、2020年度より新たに指標に加えたESG評価は、FTSE Blossom Japan Indexの採用、ESGスコアの改善など可能な限り定量的に評価できるよう努めています。これにより2023年度は中長期のESG目標である「Kyo-sei Life 

Vision 2030」を強力に推進、加えてDXの取り組みも推進することで、GPIF採用ESG指数における6指数の構成銘柄に選定、「DX銘柄2023」において「DX注目企業2023」に選定され、企業価値を高めることができました。さらに、2024

年度は、GPIFが採用するすべてのESG指数の構成銘柄に選定、「SX（サステナビリティ・トランスフォーメーション）銘柄2024」、「第5回ESGファイナンス・アワード・ジャパン」の「環境サステナブル企業」、「SOMPOサステナビリティ・イン
デックス」の構成銘柄、「D&I AWARD 2024」で3回目の「ベストワークプレイス」にも認定されるなど、「事業そのものがESG」の浸透加速により、さらなる企業価値向上に努めました。

No. 評価指標 Accountability 評価ウエイト 目標 実績 評価

1 全社業績（経営計画）

1–1 全社売上高

20%～50%

1,006,000百万円（前年度比106.8%） 988,981百万円（前年度比105.0%） 98.3%

1–2 全社コア営業利益 144,000百万円（前年度比112.5%） 138,463百万円（前年度比108.2%） 96.2%

1–3 親会社の所有者に帰属する当期利益 90,000百万円（前年度比104.6%） 81,842百万円（前年度比95.1%） 90.9%

2 担当部門業績
2–1 担当部門売上高

0%～40%
（部門ごと） （部門ごと） ̶

2–2 担当部門利益 （部門ごと） （部門ごと） ̶

3 全社重点戦略
3–1 役員自身で実行する優先戦略

20%～50%
（役員ごと） （役員ごと） ̶

3–2 ESG評価（専門機関の評価等） （役員ごと） （役員ごと） ̶

4 担当部門重点戦略 4 担当部門の最優先戦略 0%～40% （部門ごと） （部門ごと） ̶

各評価指標の考え方　
1.当社の取り組みを業績面で評価する指標　2.役員それぞれの取り組みを業績面で評価する指標　3.当社の優先戦略に対する取り組みを評価する指標（定性評価を含む）　4.役員それぞれの優先戦略に対する取り組みを評価する指標（定性評価を含む）

　譲渡制限付株式報酬は、対象取締役および執行役員が当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受ける制度です。対象取締役および執行役員と当社の間で
は、譲渡制限付株式割当契約を締結します。

1 譲渡制限期間 対象取締役および執行役員は、割当てを受けた日から3年間（以下、譲渡制限期間）、割当てを受けた当社の株式（以下、本割当株式）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下、譲渡制限）。

2 退任時の取り扱い
対象取締役および執行役員が譲渡制限期間を満了する前に当社の取締役および執行役員その他当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任または退職した場合には、その退任または退職につき、任期満了、死亡そ
の他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

3 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役および執行役員が譲渡制限期間中継続して当社の取締役および執行役員その他当社の取締役会があらかじめ定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了
した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役および執行役員が、上記2に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役および執行役員その他当社の取
締役会があらかじめ定める地位を退任または退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整する。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解
除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

4 クローバック条項 対象取締役および執行役員は、重大な不正会計や巨額損失が発生した場合等には、その責任に応じ、累積した本割当株式の全部または一部を無償返還する。

5 その他の事項 譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

 譲渡制限付株式割当契約の内容
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役員区分
報酬等の 

総額 

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる 

役員の 

員数（名）基本報酬 業績連動報酬
非金銭報酬等

譲渡制限付株式報酬

取締役（監査等委員を除く）（社外取締役を除く） 557 194 194 170 3

取締役（監査等委員）（社外取締役を除く） 8 8 ̶ ̶ 1

社外取締役 21 21 ̶ ̶ 2

※  取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の総額には、取締役（監査等委員である取締役を除く）3名に付与した譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額170百万
円が含まれています。

※  当社の役員報酬は、会社法施行に伴い2007年6月26日開催の第47回定時株主総会にて、役員退職慰労金を廃止し役員賞与を報酬へ組み込むことの決議を得ており、 
年間報酬総額のみです。

 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

❷ 取締役の個人別の報酬額の決定方法
　取締役の個人別の報酬額については、取締役個々の貢献実
績に基づいた正しい評価とすることを目的に、各指標に基づ
いた評価結果を報酬委員会に報告し審議した上で、 取締役
会の決議により一任された代表取締役が決定しています。
❸  固定報酬、賞与および譲渡制限付株式報酬の割合およ
び額の決定に関する方針

　固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の算定方法および割
合、 それぞれの報酬を与える時期、決定の委任者と内容につ
いては、2021年2月22日開催の報酬委員会にて、取締役会
で決定すべきこととして整理した上で、その内容について同日
開催の取締役会で決議しています。

3.  2024年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取
締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針に沿
うものであると取締役会が判断した理由

　2024年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬
等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締
役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員
会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定
方針に沿うものであると判断しています。

社外取締役のサポート体制  

　担当セクレタリーが社外取締役をサポートするとともに、 
取締役会事務局が取締役会に関する調整や資料の事前配布
等を行っています。取締役会の資料は原則として4営業日前ま
でに配信し、事前検討の時間を確保するよう努めるとともに、
決議事項に直接関係しない場合にも当社の重要な戦略等に
関する情報を提供し、社外取締役が的確な判断を行えるよう
サポートしています。
　また、監査等委員会室の社員が監査等委員である2名の社
外取締役を補佐するとともに、常勤監査等委員が、取締役会
議案の事前説明等を行い、必要な場合には適宜関係部門との
会議を設定するなど、社外取締役をサポートしています。

政策保有株式の方針  

　当社は、取引関係の維持・強化等の目的で、必要最小限の
株式を保有します。この場合、配当や取引関係の維持・強化等
によって得られる利益とリスク・資本コスト等を総合的に勘案
し、当社の企業価値の増加に資するか否かの観点から、投資の
可否を判断します。
　取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、取得時に
比較して保有目的の希薄化有無や保有に伴う便益、リスクが資
本コストに見合っているかを基準に、保有の適否を検証していま
す。検証の結果、保有する合理性がないと判断した株式につい
ては、市場への影響等を総合的に考慮の上、適宜売却します。
　議決権の行使については、議案の内容を精査し、株主価値
の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に議決権を
行使します。株主価値を毀損するような議案については、会社
提案・株主提案にかかわらず、肯定的な判断を行いません。
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取締役会全体の実効性についての分析・評価   2-18

　当社は、毎年、全取締役を対象とするアンケートを実施し、そ
の結果を踏まえた討議を全取締役参加によって実施しています。
このプロセスを通じて、前回までの評価において取り組みを進
める必要性を認識した点の進捗を確認するとともに、今後、取
締役会の実効性をさらに高めていくために取り組むべき点を明

らかにし、取締役会全体の実効性についての分析・評価結果を
取りまとめています。また、分析・評価結果は、取締役会の承認
を得て公表しています。
　2025年度に実施したアンケートの分析・評価結果の概要
は下記の通りです。

1. アンケートの概要
　取締役会の構成（構成員の人数・スキル・知識・経験、多様性）、 
後継者に関するプランニングの監督、取締役会での情報提供の質・量・
タイミング、活発な議論・発言がなされているかどうか、開催日数・時
間、議案数や審議時間等に関して選択式回答を行い、合わせて2024

年度の振り返り、当社の取締役会が目指す方向性、当社の取締役会が
強化すべき機能、社外取締役の役割、アジェンダ設定、取締役に対する
情報提供、取締役会の構成、中長期の取り組みテーマ等について記述
回答するアンケートを実施しました。

2.  前回評価において取り組みを進める必要性が認識された点の 
進捗状況

（1） これまで以上に活発な議論を行うために、審議に必要とされる情報
について、より分かりやすい説明を心がけるなどの改善を継続する
とされた点について、取締役会事務局と申請部門との連携が一層強
化され、監査等委員の問題意識を説明資料に反映するなどの取り
組みが行われました。

（2） リスクに注目した議案設定などについて検討するとされた点につい
て、報告事項の追加等が行われました。

（3） 取締役会の構成やサクセッションプラン、指名委員会・報酬委員会
の運営に関する意見などが指名委員会・報酬委員会の事務局と共
有され、サクセッションプランに関する討議等が行われました。

（4） 2023年度に行った経過報告やフォローアップ報告、社外取締役と
執行役員の面談機会の増強など、改善に向けた取り組みを継続す
るとされた点について、経過報告やフォローアップ報告が内容を充
実させつつ実施され、また経営上重要なテーマに関して社外取締役
と執行役員の面談を実施しました。

3.  取締役会全体の実効性についての分析・評価結果および取締役会
の実効性をさらに高めていくために取り組むべき点

　アンケート結果および、これを踏まえた討議により、継続的な改善が
なされていることから、当社の取締役会は有効に機能していると評価し
ました。その上で、当社の取締役会が目指す方向性や強化すべき機能、
社外取締役に期待される役割等について討議し、取締役会の実効性を
さらに高めていくために、以下のような取り組みを行うものとしました。
（1） 中長期の方向性など取締役からアドバイスを得る必要性が高いと

考えられるテーマについては、議長の判断でアジェンダに追加して
報告・討議を行います。

（2） 案件に応じた取締役への事前説明を強化します。事前説明を行っ
た案件については当日の説明を簡略化し、討議時間を確保します。

（3） 議案の審議に際しては、どのようなリスクがあるのか、リスクテイク
が当社のリスク選好と整合的かを審議できるように取締役会資料
を改善していきます。

（4） 取締役の兼職について、利益相反や必要な労力を割けるかどうか等
の観点から社内ルールを明確化します。

監査等委員会の実効性評価  

　当社の監査等委員会は、原則、月一回開催され、取締役会
議案の事前検討、会計監査人からの監査計画概要および監
査に関する報告、内部監査部門である経営監査部からの内部
監査および内部統制評価に関する報告、経理財務本部からの
業績の見通しおよび課題に関する報告、重要度に応じた各部
門からの活動報告等を通じて監査の職務を遂行しています。
常勤監査等委員は重要な会議等への出席や重要な書類の閲
覧等、常勤者の特性を踏まえて監査に必要な情報を収集して
います。また、社外監査等委員は、常勤監査等委員が実施す
る監査の報告や意見・情報交換等の機会を活用して、監査等
委員会としての監査の実効性向上に努めています。
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